
 

 

平成３０年度 

第１回宝達志水町青少年健全育成町民会議 

 

＜日 時＞ 平成３０年５月１７日（木） 午後１時３０分から 

＜場 所＞ 生涯学習センター「さくらドーム２１」  

２階 視聴覚室 

 

■出席者 

<委   員>寳達会長、山岸副会長、福本委員、中村委員、末森委員、横山委員、 

中江委員、赤池委員、市村委員（代理西山）、橘委員、澤田委員、宮川委員 

佐々木委員、西住委員、津田委員、村上委員、岡田委員 

<ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ>総務課危機管理室 村井室長 

<事 務 局 >定免課長、秋田課長補佐、吉村主任 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ（寳達町長） 

 

３ 青少年健全育成町民会議について    

（１）委員の紹介           

（２）青少年健全育成町民会議について     

 

４ 審議事項 

（１）役員の選任（案）について          

（２）平成３０年度青少年健全育成町民会議事業計画（案）について           

（３）平成３０年度青少年育成センター事業計画（案）について               

 

５ 羽咋警察署からの情報提供（補導状況、不審者情報） 

 

６ 講演 

  講師 北陸学院大学人間総合学部 教授 虹釜 和昭氏 

  演題 「家族問題を考える」 

 

７ 意見交換 

委員……児童がランドセルに防犯ブザーを付けているが、あれだとランドセルを下ろさ

ないと鳴らせない。小学校では点検しているのか。 

委員……点検しているか把握はしていないが、小学校には確認や指導をしてもらうよう

お願いする。 

議議議議    事事事事    録録録録    

事務局説明 

事務局説明 承認 



委員……防犯カメラで撮った映像はいつ見るのか。何かあった時では遅いのでないか。 

会長……何かあった時に見る。記録と抑止が目的である。 

委員……防犯カメラはどこに設置されるのか。 

委員……今年度は宝達駅の東口と西口に設置する。 

会長……今後は敷浪駅や免田駅、大きな交差点などに設置していきたい。 

委員……県の健民運動で「少年の主張大会」というものがある。近年町内でこの大会に

出た子がいない。特に中学生について、出場する手配はできないか。昨年に引き

続き「いざ末森城ものがたり」を６月開催する。みなさんの団体にも声掛けをお

願いしたい。 

委員……現場の生の声をお伝えしたい。各種団体からいろいろな応募、コンクールの要

請が来ている。正直現場はたくさんありすぎてお手上げ状態である。振り分けて

課題作文にするのもいかがなものか。半分宿題のようにしないと出てこない。 

委員……立志式では中学生はすばらしい作文を発表している。そういうものを応用して

出せないか。 

委員……立志式のような式典があればそれに向けて書く。時期的なものもあるが、でき

るだけ声掛けをしていきたい。 

会長……いざ末森城ものがたりについても、地域の伝統や文化に触れる機会にもなるし、

参加を通じて地域の良さ、すばらしさを認識してもらい、町のほこりにつながり、

みんなで協力していい地域をつくっていこうという気持ちが防犯などにつながっ

ていく。 

委員……ほっとメールで情報がくるが、その後がどうなったかわからない。 

会長……経過や結果の報告はあった方がいい。 

委員……不審者情報が中能登教育事務所を通じて学校に届く。七尾市内であった情報を

保護者に流す必要があるか。どこまで流せばいいかわからない。 

委員……広域性があるかどうかによる。声掛けでも車を使っていれば広域性がある。傷

害などの凶悪な事件なども全保護者に情報提供した方がいい。 

 

８ 閉 会（山岸副会長挨拶） 

 

午後３時１５分 終了 



 

平成３０年度 

第１回宝達志水町青少年健全育成町民会議 

 

＜日 時＞ 平成３０年５月１７日（木） 午後１時 30 分から 

＜場 所＞ 生涯学習センター「さくらドーム２１」  

２階 視聴覚室 

 

～ 次  第 ～ 

１ 開会 

 

２ あいさつ 〔青少年健全育成町民会議会長（町長） 寳達 典久〕 

 

３ 青少年健全育成町民会議について 

（１）委員の紹介 

（２）青少年健全育成町民会議について 

 

４ 審議事項 

（１）役員の選任（案）について 

（２）平成３０年度青少年健全育成町民会議事業計画（案）について 

（３）平成３０年度青少年育成センター事業計画（案）について 

 

５ 意見交換 

 

６ 講演 

演 題  「家族問題を考える」 

講 師  北陸学院大学人間総合学部  虹

ごの

釜

かま

 和昭 教授 

 

７ 閉 会 



平成３０年度宝達志水町青少年健全育成町民会議

委　員　名　簿

（順不同）

No. 団体名 役　職 氏　名 備　考

1 宝達志水町 町長 寳　達　典　久 会長

2 宝達志水町教育委員会 教育長 山　岸　芙　美 副会長

3 宝達志水町区長会 代表 福　本　幸　正

4 宝達志水町民生・児童委員協議会 会長 中　村　俊　夫

5 羽咋保護区保護司会 宝達志水町支部 支部長 嘉　門　昌　平

6 更生保護女性会 支部長 末　森　昌　代

7 宝達志水町社会教育委員 議長 横　山　　 　尚

8 宝達志水町老人クラブ連合会 副会長 勝　二　國　郎

9 宝達志水町体育協会 会長 中　江  　 　映

10 宝達志水町文化協会 副会長 赤　池　嘉　久

11 宝達志水町商工会 会長 市　村 昭代史

12 宝達志水町交通安全協会 会長 橘　　　 隆　春

13 石川県青少年育成推進指導員 代表 澤　田　徳　子

14 羽咋警察署（志雄駐在所） 代表 宮　川　真　也

15 石川県立宝達高校 代表 　　 佐々木　 　 渉

16 小・中・高生徒指導連絡会議 代表 西　住　昭　真

17 宝達志水町ＰＴＡ連合会 会長 津　田　　 　浩

18 宝達志水町保育士会 代表 村　上 美紀子

19 宝達志水町教育委員会学校教育課 課長 岡　田　正　人

【防犯担当課】

室長 村　井　康　志

【事務局】

課長 定　免　敏　彦

課長補佐 秋　田　正　之

主任 吉　村　昌　洋

宝達志水町総務課危機管理室

宝達志水町教育委員会事務局生涯学習課



宝達志水町青少年健全育成関係 

組 織 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年健全育成町民会議 

青少年健全育成施策の審議 

青少年育成センターの活動及び運営に 

関する審議など 

町長(会長)、教育長(副会長) 

青少年健全育成関係機関・団体代表者 

    

 

青少年育成センター 
 

 

青少年の健全育成、非行

防止に関する事業など 

 

 

教育長(所長) 

補導員 

   

      

  

   

名

称 

青少年育成委員会 

あいさつ運動 

推進委員会 

健全育成モニター 

会議 

小・中・高生徒指導 

連絡会議 

活

動 

街頭補導活動 

有害環境浄化活動など 

「あいさつ運動」、「愛

のひと声運動」の推進

など 

青少年の善行や非行、

有害環境等の情報提

供など 

生徒指導の現状や課題

に関する情報交換など 

主

な

構

成

員 

育成ｾﾝﾀｰ所長(委員長) 

小･中学校ＰＴＡ代表者 

小･中･宝達高生徒指導 

担当教諭 

県青少年育成推進指導員 

育成ｾﾝﾀｰ関係職員 

羽咋警察署員 

志雄防犯ブルーバード 

(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ) 

教育長(委員長) 

町民会議全委員 

〔協力依頼〕 

区長会、町役場職員 

保育所、小･中学校 

区長会代表(委員長) 

全区長 

 

校長会(中学校)代表 

(委員長) 

小･中･宝達高生徒指導

担当教諭 

 

(育成ｾﾝﾀｰ関係職員) 

 



平成３０年度青少年健全育成関係事業の概要 

 

１ 青少年育成委員会 

 

（１） 巡回指導及びパトロール 

   夏季休業、ｸﾞｯﾄﾞﾏﾅｰｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、羽咋法事、YOSAKOI ｿｰﾗﾝ日本海、蓮華山相撲 

 

（２） 有害環境等浄化活動 

 

２ あいさつ運動推進委員会 

 

（１） あいさつ運動 

① あいさつデーの実施（毎月１日）…広報車による巡回・啓発活動 

                  （学校や通学路を中心に） 

② あいさつ運動強化週間の実施［年４回（４月、６月、９月、１１月）］ 

     ・あいさつ運動推進委員（町民会議委員）…地区内での街頭指導 

（※別紙参照）              広報車による巡回・啓発活動 

                                             （学校や通学路を中心に） 

・区長…地区内での街頭指導 

     ・町職員…指定場所での街頭指導（のぼり旗の設置） 

（押水地区）米出インター口交差点、ＪＲ宝達駅西口前、 

松田タタミ店角 

（志雄地区）樋川小学校前、子浦北交差点、子浦大橋交差点 

     ・小・中学校…玄関や校門前等での指導（のぼり旗の設置） 

         ・保育所…玄関前での指導（のぼり旗の設置） 

 

 

（２） 愛のひと声運動 

愛のひと声運動強化週間の実施［年４回（４月、６月、９月、１１月）］ 

…夕方に広報車で巡回・啓発活動（駅やコンビニ等を中心に） 

 

（３） 広報やホームページ等による啓発 

 

 

３ 健全育成モニター会議 

 

 健全育成モニター活動の実施 

  ・青少年の善行や非行等の情報提供 

  ・青少年に悪影響を及ぼす有害環境（有害図書自動販売機等）の情報提供 

  ・青少年の地域行事への参加促進 

 

 

４ 小・中・高生徒指導連絡会議 

  

小・中・高校の生徒指導担当教諭による情報交換 

   ・夏季・冬季休業中の指導事項等 



 

（目的及び設置） 

第１条 家庭・学校・地域が一体となって、地域ぐるみで明るく心豊かで健やかな青少年

の育成に努めることを目的として、宝達志水町青少年健全育成町民会議（以下「町民会

議」という。）を設置する。 

 

（事業） 

第２条  町民会議は、前条の目的達成のため次の事業を行う。 

(１) 青少年の健全育成に関する施策の審議に関すること 

  (２) 青少年育成センターの活動及び運営に関する基本的事項の審議に関すること 

(３) 青少年の健全育成に関する調査・研究に関すること 

(４) 青少年の健全育成に関する普及・啓発に関すること 

  (５) 関係機関及び関係団体相互の連絡調整に関すること 

  (６) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な事業 

 

（委員） 

第３条  町民会議は、次に掲げる委員で組織し、会長が委嘱する。 

 (１) 青少年の健全育成に関係する機関及び団体の代表者 

 (２) 前号に掲げる者のほか、会長が適当であると認める者 

２ 委員の任期は１年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員） 

第４条 町民会議に会長１名、副会長１名を置き、会長に町長を充て、副会長に教育長を

充てる。 

２ 会長は町民会議を代表し、会務を統括する。 

３  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

（会議） 

第５条 町民会議は年２回開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは

その都度会議を開催することができる。 

   

（委員会等） 

第６条  町民会議の実践活動を推進するため、次の委員会等を置く。 

(１) 青少年育成委員会 

(２) あいさつ運動推進委員会 

  (３) 健全育成モニター会議 

  (４) 小・中・高生徒指導連絡会議 

２ 前項の委員会等の運営については別に定める。 

 

（事務局） 

第７条 町民会議の事務を処理するため、事務局を生涯学習課に置く。 

   

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。   

 

附 則 

（施行期日） 

 
１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

宝達志水町青少年健全育成町民会議設置要綱 



宝達志水町青少年育成センター条例 

 

（設置） 

第１条 青少年の健全な育成を図るため、青少年育成センターを設置する。 

 

（名称及び位置） 

第２条 青少年育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

宝達志水町青少年育成センター 宝達志水町子浦そ18番地１ 

 

（活動） 

第３条 宝達志水町青少年育成センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる活動

を行う。 

(１) 青少年健全育成の相談及び指導に関すること。 

(２) 青少年健全育成に関する調査、研究及び資料収集に関すること。 

(３) 関係機関、関係団体等の連絡調整に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、青少年の健全育成及び非行防止のために必要な事業に

関すること。 

 

（管理） 

第４条 センターは、宝達志水町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管理する。 

２ 教育委員会は、センターの設置目的を最も効果的に達成するよう管理運営に配慮しな 

ければならない。 

 

（職員） 

第５条 センターに、所長その他必要な職員を置く。 

２ 所長は、宝達志水町教育長が兼務し、所掌事務の管理及び職員を指揮監督する。 

 

（補導員） 

第６条 第３条に掲げる活動に従事するため、補導員を置く。 

２ 補導員は、教育委員会が任命する。 

 

（運営協議会） 

第７条 センターの円滑な運営を図るため、青少年育成センター運営協議会を置く。 

２ 運営協議会は、センターの活動及び運営に関する基本的事項を審議する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月１日から施行する。 

２ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の志雄町青少年育成センター規則（平成８

年志雄町教育委員会規則第１号）又は押水町青少年育成センター規則（昭和６２年押水

町教育委員会規則第１号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ

この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 



 

（目的及び設置） 

第１条 家庭・学校・地域が連携し、地域における青少年の非行防止活動及び有害環境の

浄化活動等を行うことを目的として、宝達志水町青少年育成委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置する。 

 

（委員） 

第２条 委員会は、次に掲げる青少年育成委員（以下「委員」という。）で組織し、青少

年育成センター所長（以下「所長」という。）が委嘱する。 

(１) 小・中学校ＰＴＡの代表者 

(２) 小・中・高等学校生徒指導担当教諭 

(３) 石川県青少年育成推進指導員 

(４) 青少年育成センター関係職員  

(５) 前各号に掲げる者のほか、所長が適当であると認める者 

２ 委員の任期は１年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員） 

第３条 委員会に委員長１名、副委員長１名を置き、委員長に所長を充て、副委員長は委

員長が任命する。 

２ 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

（オブザーバー） 

第４条 委員会にオブザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、委員会の目的を達成するための専門的な知識又は経験を有する者と

する。 

３ オブザーバーは、委員長の求めに応じて会議に出席し、専門的見地から助言又は協力

を行うものとする。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は年２回開催し、委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認め

るときは、その都度会議を開催することができる。 

 

（活動） 

第６条 委員は、次に掲げる活動を行う。 

(１) 街頭補導計画に基づいた街頭補導活動 

(２) 地域における街頭補導活動 

 (３) 青少年に悪影響を与える有害環境等の情報提供及び浄化活動 

(４) その他、青少年の非行防止及び健全育成に関する活動 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、青少年育成センターにおいて処理する。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。 

 

      附 則   

（施行期日）  

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

宝達志水町青少年育成委員会設置要綱 



あいさつ運動推進委員会設置要綱 

    

第１条 趣 旨 

 人がコミュニケーションを図る上で最も重要である「あいさつ」や「声かけ」を家庭 

・学校・地域が一体となって推進し、明るい町づくりに貢献するとともに、明るく心豊 

かな青少年の育成に努める。 

 

第２条 組 織 

 あいさつ運動推進委員会（以下「委員会」という。）は、町民会議全委員をもって組織す

る。また、次の団体・機関に協力を依頼する。 

(１) 区長会（健全育成モニター会議） 

(２) 町役場職員 

 (３) 町内保育所・小学校・中学校 

 

第３条 役 員 

 委員会に次の役員を置く。 

(１) 委員長 １名（教育委員会教育長） 

 

第４条 会 議 

 委員会は、町民会議において「あいさつ」や「声かけ」を推進する事業を協議する。 

 

第５条 活 動 

 委員は次の活動を行う。 

(１) 毎月１日をあいさつデーとして、「あいさつ運動」を推進する。 

 (２) 年４回を強化週間として、「あいさつ運動」や「愛のひと声運動」を推進する。 

   （４月新学期、６月、９月、１１月初めの１週間） 

(３) その他必要に応じて、「あいさつ運動」や「愛のひと声運動」を推進・啓発する。 

 

第６条 庶 務 

 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。 

 

第７条 その他 

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。 

 

附 則    

  この要綱は、平成１７年８月３１日から施行する。 

 

 

 

 



健全育成モニター会議設置要綱 

 

第１条 趣 旨 

 地域全体で青少年を見守りながら、青少年の自主自立と地域社会への前向きな参加を 

地域全体で働きかける。 

 

第２条 組 織 

 健全育成モニター会議（以下「会議」という。）は、全集落の区長をもって組織する。 

 

第３条 役 員 

 会議に次の役員を置く。 

(１) 委員長 １名（区長会代表） 

  

第４条 会 議 

 会議は必要に応じて委員長が招集する。 

 

第５条 活 動 

 委員は次の活動を行う。 

(１) 学校や町民会議事務局と連携し、地域の青少年の善行や非行の情報を提供する。 

(２) 地域の環境浄化を推進するとともに、青少年に悪影響を与える有害環境等の情報を

提供する。 

 (３) あいさつ運動を通して地域で「あいさつ」の励行を図り、児童・生徒の登下校時 

の安全を指導する。 

 (４) 祭礼等の地区行事への青少年の積極的な参加を奨励するとともに、年代に応じた 

健全育成を図る。 

 

第６条 庶 務 

 会議の庶務は、総務課との連携の下に生涯学習課において処理する。 

 

第７条 その他 

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。 

 

附 則    

  この要綱は、平成１７年８月３１日から施行する。 



小・中・高生徒指導連絡会議設置要綱 

 

第１条 趣 旨 

 小学校、中学校、高校が連携し、生徒指導上の諸問題について解決策を検討し、実行 

する。 

 

第２条 組 織 

小・中・高生徒指導連絡会議（以下「会議」という。）は、学校長（町学校教育研究会 

代表）、生徒指導担当教諭をもって組織する。 

 

第３条 役 員 

 会議に次の役員を置く。 

(１) 委員長 １名（校長会（中学校）代表） 

 

第４条 会 議 

会議は必要に応じて委員長が招集する。また、委員長の求めに応じて、青少年育成セン

ター専任補導員、担当職員が会議に出席することができる。 

 

第５条 活 動 

 会議において、各学校や町内の現状・課題について情報交換し、今後の対応や方針に 

ついて協議する。 

 

第６条 庶 務 

 会議の庶務は、生涯学習課において処理する。 

 

第７条 その他 

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。 

 

附 則    

  この要綱は、平成１７年８月３１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



役員の選任（案） 

 

 

◇ 青少年健全育成町民会議 

 

会 長       寳 達 典 久 （町長）               

       

副会長         山 岸 芙 美 （教育長）             

 

 

◇ 青少年育成委員会 

 

委員長         山 岸 芙 美 （青少年育成センター所長）    

     

副委員長        澤 田 徳 子   (県青少年育成推進指導員代表)   

 

 

◇ あいさつ運動推進委員会 

 

    委員長      山 岸 芙 美 （教育長）         

 

         

◇ 健全育成モニター会議 

 

    委員長      福 本 幸 正 （区長会代表）           

 

          

◇ 小・中・高生徒指導連絡会議 

 

    委員長      西 住 昭 真 （宝達中学校長）         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０平成３０平成３０平成３０年度青少年健全育成町民会議事業計画（案）年度青少年健全育成町民会議事業計画（案）年度青少年健全育成町民会議事業計画（案）年度青少年健全育成町民会議事業計画（案）    

 

実施日 事 業 名 内  容 委員会 

4月 5日 

～ 12日 

あいさつ運動強化週間 

愛のひと声運動強化週間 

街頭・校門前指導及び巡回・啓発

活動の実施 

あいさつ運動 

推進委員会 

5月17日 第1回青少年健全育成町民会議 平成30年度事業計画等の審議 町民会議 

6月中旬  第1回青少年育成委員会 

平成30年度巡回指導計画等の審

議 

青少年育成 

委員会 

6月 1日 

～  8日 

あいさつ運動強化週間 

愛のひと声運動強化週間 

街頭・校門前指導及び巡回・啓発

活動の実施 

あいさつ運動 

推進委員会 

7月 1日 

～ 31日 

青少年の非行・被害防止 

全国強調月間 

青少年の非行防止活動の実施・啓

発 

町民会議 

7月中旬 

社会を明るくする運動 

街頭キャンペーン 

商店前での啓発リーフレットの

配布 

町民会議 

9月 3日 

～ 10日 

あいさつ運動強化週間 

愛のひと声運動強化週間 

街頭・校門前指導及び巡回・啓発

活動の実施 

あいさつ運動 

推進委員会 

9月 1日 

～ 30日 

グッドマナーキャンペーン 

学校周辺・駅等での街頭指導及び

巡回・啓発活動の実施 

町民会議 

11月 1日 

～ 30日 

子ども若者育成支援強調月間 青少年健全育成活動の実施・啓発 町民会議 

11月 3日  心の教育推進大会 

心の教育の実践事例発表及び講

演等 

町民会議 

11月 1日 

～  8日 

あいさつ運動強化週間 

愛のひと声運動強化週間 

街頭・校門前指導及び巡回・啓発

活動の実施 

あいさつ運動 

推進委員会 

2月中旬 第2回青少年健全育成町民会議 平成30年度事業報告等の審議 町民会議 

2月下旬 第2回青少年育成委員会 

平成30年度巡回指導報告等の審

議 

青少年育成 

委員会 

その他の事業 

青少年育成委員会…巡回指導 

 



平成３０平成３０平成３０平成３０年度青少年育成センター事業計画（案）年度青少年育成センター事業計画（案）年度青少年育成センター事業計画（案）年度青少年育成センター事業計画（案）    

月 日 事 業 名 会 場 

５月１７日 

２１日 

 

２７日 

 

○第１回宝達志水町青少年健全育成町民会議 

●石川県少年補導センター所長会議 

  石川県少年補導センター連絡協議会総会 

●石川県青少年育成推進指導員研修会 

 

さくらドーム２１ 

県青少年総合研修 

センター 

 

 

６月中旬 

 

○第１回宝達志水町青少年育成委員会 

 

さくらドーム２１ 

 

７月    

    

下旬 

【青少年の非行・被害防止全国強調月間】 

●有害図書等区分陳列一斉点検 

○夏季休業巡回指導 

 

町内 

町内 

８月   

   未定 

○夏季休業巡回指導 

●石川県青少年健全育成羽咋郡・市ブロック会議 

町内 

羽咋市 

９月 

 3日～ 10日 

24日～25日 

 

【グッドマナーキャンペーン】 

○グッドマナーキャンペーン重点期間 

○羽咋法事巡回指導 

 

 

町内 

羽咋市 

 

１０月 

１３日 

19日～ 21日 

未定 

 

○蓮華山子ども相撲大会巡回指導 

○ＹＯＳＡＫＯＩソーラン日本海巡回指導 

●青少年携帯電話等対策講座 

 

子浦地内 

多目的グラウンド 

 

１１月   

    

【子ども若者育成支援強調月間】 

●有害図書等区分陳列一斉点検 

 

町内 

２月 中旬 

下旬 

○ 第２回宝達志水町青少年健全育成町民会議 

○ 第２回宝達志水町青少年育成委員会 

さくらドーム２１ 

さくらドーム２１ 

３月 上旬 ●石川県青少年育成推進指導員連絡会役員会 県庁 

 

○巡回指導…夏季休業や行事の際に、街頭補導活動、青少年に悪影響を与える有害環境等

の情報提供及び浄化活動を行う。 

 

●有害図書等区分陳列一斉点検…コンビニなどで成人用雑誌が一般の書物と区別された

陳列をしているか点検する。違反した店には３０万円以下の罰金が科される。 

 

 

○ 町青少年育成委員会関係 

● 県青少年育成推進指導員関係 



６月６月６月６月

日

曜

巡回地区

運転手 定免敏彦 生 丸山恵里香 生 川端　聖 生 山田松夫 生 秋田正之 生 角見隆広 生

寳達典久 山岸芙美 岡田正人 福本幸正 赤池嘉久 佐々木渉

９月９月９月９月

日

曜

巡回地区

運転手 赤尾由起子 生 川端　聖 生 村井伸行 生 角見隆広 生 吉村昌洋 生 丸山恵里香 生

橘　隆春 村上美紀子 中江　映 市村昭代史 澤田徳子 末森昌代

１１月１１月１１月１１月

日

曜

巡回地区

運転手 角見隆広 生 赤尾由起子 生 川端　聖 生 山田松夫 生 吉村昌洋 生 秋田正之 生

横山　尚 西住昭真 勝二國郎 中村俊夫 嘉門昌平 津田　浩

※集合場所は、押水地区は宝達志水町埋蔵文化財センター（旧押水図書館前）、志雄地区は役場庁舎前です。午前７時１０分までにお越しください。

※巡回時間　ＡＭ７：１０～７：４０

平成３０年度あいさつ運動推進委員会　巡回・啓発活動平成３０年度あいさつ運動推進委員会　巡回・啓発活動平成３０年度あいさつ運動推進委員会　巡回・啓発活動平成３０年度あいさつ運動推進委員会　巡回・啓発活動
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平成３０年度グッドマナーキャンペーン実施要項 

 

１ 趣 旨 

町内の小学校、中学校、高等学校、青少年の健全育成に関わるすべての団体が連携・

協力して、青少年に公共マナーなどを呼びかけるキャンペーンを実施し、本町青少年

の公共マナーや交通ルールに対する規範意識の向上を図る。 

また、本キャンペーンの実施により、青少年健全育成活動の輪を広げ、地域ぐるみ

で子どもたちを育てる気運を高める。 

 

２ 事業主体 

宝達志水町青少年健全育成町民会議 

 

３ 期 間 

平成３０年９月３日（月）～１０日（月）６日間（土・日を除く） 

 

４ 時 間 

  午前７時１０分～７時４０分（児童・生徒の登校時）…街頭指導 

                          広報車による巡回指導   

 午後４時００分～５時００分（児童・生徒の下校時）…街頭指導 

広報車による巡回指導 

 

５ 場 所 

   小・中学校周辺の交差点や駅等 １２カ所（別紙「街頭指導分担表」参照） 

 

６ 参加者（団体） 

 青少年健全育成町民会議、区長会、民生・児童委員協議会、保護司会、更正保護女

性会、社会教育委員会議、体育協会、文化協会、商工会、交通安全協会、県青少年

育成推進指導員、ＰＴＡ連合会、小・中・高等学校の児童・生徒及び教職員など 

 

７ 声かけの対象 

町内小学校の児童、中学校・高等学校の生徒など 

 

８ 活動内容 

 各場所で状況に応じて、あいさつや声かけをする。 

＜交通ルールに関する声かけ＞ 

・自転車の２人乗りや傘差し運転をしない 

・自転車に乗って携帯電話を使用しない 

・自転車は夜間の点灯をする 

・自転車に乗る時は、ヘルメットを着用する（小・中学生）  

・信号を守る 

・横断歩道を渡る 



＜駅などでのマナーに関する声かけ＞ 

・地面や床に座らない、たむろしない 

   ・大声で携帯電話を使用しない 

・ゴミを捨てない  

     

その他、次のとおりキャンペーンの周知を図る。 

   ・小学校の児童、中学校・高等学校の生徒（保護者）に啓発チラシを配付する。 

   ・学校や街頭指導場所にのぼり旗を設置する。 

・ホームページやケーブルテレビを活用する。 

 

９ その他 

   ・街頭指導の際は、腕章を着用する。（ＰＴＡ、交通安全協会などを除く。） 

   ・荒天の場合も街頭指導を実施する。 

   ・期間中に万が一事故が発生した場合は、速やかに町民会議事務局へ連絡する。 

 

10 お問い合わせ先 

   宝達志水町青少年健全育成町民会議事務局 

   （宝達志水町教育委員会生涯学習課内） 

   ＴＥＬ ２９－８３２０ ＦＡＸ ２９－２３３３ 

 

 



民 ： 民生・児童委員協議会　　保 ： 保護司会　　更：更生保護　　社 ： 社会教育委員会議　　体 ： 体育協会

（※）担当団体は、１名以上での街頭指導をお願いします。

備考

【お問い合わせ】　生涯学習課　担当　吉村　２９－８３２０

社 社

文 ： 文化協会　　商 ： 商工会　　青 ： 青少年育成推進指導員
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青 青
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更 更 更

民 民
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体 体

社
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9/7(金）

文

9/5(水）

文

商商 商

更更 更

押

水

地

区

更

商

9/4(火）9/3(月）

更

宝達中学校前 社 社

子浦大橋交差点

（吉野屋側）

文 文 文

JR敷浪駅前

志

　

雄

　

地

　

区

樋川小学校前

交差点

（白虎山公園そば）

サイクルショップ

末吉前交差点

子浦北交差点

（北國銀行志雄支店前）

保

平成３０年度グッドマナーキャンペーン　街頭指導分担表

今浜交差点

（ファミリーマート前）

ＪＲ免田駅前

松田タタミ店角

（相見小学校近く）

米出インター口

交差点

（佐藤石材店前）

河原交差点

（旧国道471号）

（県道229号

宝達今浜線）

（実施時間）　午前７：１０～７：４０（実施時間）　午前７：１０～７：４０（実施時間）　午前７：１０～７：４０（実施時間）　午前７：１０～７：４０

9/10(月）9/6(木）

民 民

ＪＲ宝達駅前

（西口）

民 民 民

保保保保

民


